
鳥取県肝炎ウイルス医療機関検診事業実施要領  

 

 

第１ 目的 

県民の肝炎ウイルス検診の受診機会及び利便性を高め、肝炎ウイルスの感染を早期に

発見し、早期治療を推進するため、医療機関における無料の肝炎ウイルス検診を実施す

る。 

 

第２ 実施主体 

事業の実施主体は鳥取県とし、総合事務所において地区医師会と委託契約を締結する

ことにより事業を実施するものとする。 

    ただし、検診区域が複数の総合事務所の管轄区域にまたがる公益財団法人鳥取県保健

事業団、公益財団法人中国労働衛生協会鳥取検診所及び公益財団法人中国労働衛生協会

米子検診所（以下「広域検診機関」という。）については、鳥取県福祉保健部において

委託契約を締結するものとする。 

  

第３ 受診対象者 

１ 肝炎ウイルス医療機関検診（以下「検診」という。）を受診することができる者は、

鳥取県内に在住する肝炎ウイルス検査（Ｃ型肝炎ウイルスについては平成６年以降）を

未受診の者で、次のいずれかに該当する者とする。 

（１）３９歳以下の受診を希望する者 

（２）４０歳以上の受診を希望する者のうち次のいずれかに該当するもの 

① 健康保険組合及び政府管掌健康保険等が行う健康診査で肝炎ウイルス検査の受診

が困難な者 

② 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に基づき市町村が実施する肝炎ウイルス

検査の受診が困難な者 

③ ウイルス感染の不安などにより速やかな受診を希望する者 

２ ただし、前項にかかわらず鳥取県内に住所を有し、平成２０年５月３０日付医政発第０

５３００６号「微量採血のための穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプで

ないもの）の取扱いに係る周知徹底及び調査の実施について（依頼）」厚生労働省医政

局長通知（同省医薬食品局長連名）に係る採血用穿刺器具の不適切な取扱いによるウイ

ルス感染の不安を感じ、検診を受けることを希望する者であって、採血用穿刺器具の不

適切な取扱い後に肝炎ウイルス検診を受診していない者についても受診対象者とする。 

 

第４ 検診医療機関 

この検診を実施する医療機関（以下「検診医療機関」という。）は、鳥取県健康対策

協議会肝臓がん健診対策専門委員会が決定した「鳥取県肝臓がん検診精密検査医療機関」

（以下「肝臓がん精検医療機関」という。）のうち、地区医師会に対して本検診事業へ

の協力を申し出た医療機関及び広域検診機関とする。 

 

第５ 受診の手続き 

（１）受診の申込み 

検診を受診しようとする者（以下「受診希望者」という。）は、検診医療機関に対

して「鳥取県肝炎ウイルス医療機関検診申込（問診）書」(別紙様式１)（以下「受診

申込書」という。）により受診を申し込むものとする。 

なお、受診希望者は、肝炎ウイルス検査対象者管理及び陽性者への定期検査勧奨等

に活用するため、受診情報を当該受診希望者の居住する市町村へ提供することについ

て同意のした者とする。 

（２）受診対象者の確認等 



検診医療機関は、第３の受診対象者の確認を行うため、（１）により受診を申し込

んだ者から提出された受診申込書の記載事項を元に受診対象者であることを確認す

るとともに、受診対象者であると確認された者に対し、肝炎ウイルス検査を実施でき

るものとする。 

なお、受診の必要が認められないときには、その旨を説明するものとする。 

（３）結果通知に関する説明 

検診医療機関は、検体の採取後、「肝炎ウイルス検診結果のお知らせについて」（別

紙様式２）に検査結果を説明する日時を記載の上、これを受診者に引き渡すとともに、

当該日時に来院する旨を説明する。ただし、当該受診者が郵送による結果通知を希望

した者（以下「郵送受診者」という。）である場合は、この限りではない。 

 

第６ 検診の内容 

この検診の内容は次のとおりとする。 

（１）問診 

（２）肝炎ウイルス検査（Ｂ型及びＣ型、Ｂ型のみ、Ｃ型のみ） 

（３）結果通知及び指導 

 

第７ 検査項目 

肝炎ウイルス検診の検査項目はＣ型肝炎ウイルス検査及びＨＢｓ抗原検査とする。 

（１）ＨＣＶ抗体検査 

ＨＣＶ抗体検査として対外診断用医薬品の承認を受けた測定範囲が広く、高力価群、

中力価群及び低力価群に適切に分類することのできるＨＣＶ抗体測定系を用いること。 

（２）ＨＣＶ核酸増幅検査 

ＨＣＶ抗体検査により中力価又は低力価とされた検体に対して行うこと。また、核酸

増幅検査は、定性的な判断のできる検査方法を用いること。 

（３）ＨＢｓ抗原検査 

凝集法等による定性又は定量的な判断のできる検査方法を用いること。 

 

第８ 肝炎ウイルス検査の結果の判定（別紙「肝炎ウイルス検査の流れ」参照） 

（１）ＨＣＶ抗体検査 

  ① ＨＣＶ抗体高力価 

検査結果が高力価を示す場合は、「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性

が高い」と判定 

  ② ＨＣＶ抗体中力価及び低力価 

検査結果が中力価又は低力価を示す場合は、ＨＣＶ核酸増幅検査を行うこと。 

  ③ 陰性 

検査結果がスクリーニングレベル以下を示す場合は、「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに

感染している可能性が低い」と判定 

（２）ＨＣＶ核酸増幅検査 

ＨＣＶ抗体検査により、中力価又は低力価とされた検体に対して、核酸増幅検査を

行い、ＨＣＶ－ＲＮＡの検出を行い、検出された場合は、「現在、Ｃ型肝炎ウイルス

に感染している可能性が高い」と判定、検出されない場合は、「現在、Ｃ型肝炎ウイ

ルスに感染している可能性が低い」と判定 

（３）ＨＢｓ抗原検査 

凝集法等を用いて、ＨＢｓ抗原の検出を行い、陽性又は陰性の別を判定 

 

第９ 検査結果の通知及び指導 

（１）面接による結果の通知 

検診医療機関は、検査結果について「肝炎ウイルス検診結果通知書」（別紙様式３）



（以下「結果通知書」という。）を作成し、受診者に速やかに通知するとともに、別

紙「肝炎ウイルス検査の流れ」を参考とし、説明及び指導を行うものとする。 

Ｃ型肝炎ウイルス検査において「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が

高い」と判定された者及びＨＢｓ抗原検査において「陽性」と判定された者について

は、速やかに精密検査を受診するよう勧奨する。 

当該医療機関において精密検査を実施した場合は、精密検査結果報告書（別紙様式

４）を作成し、管轄する総合事務所長（以下「医療機関管轄事務所長」という。）に

報告するものとする。なお、医療機関管轄事務所長は、当該精密検査の受診者が当該

総合事務所が管轄する市町村の居住者でない場合は、当該受診者の居住する市町村を

管轄する総合事務所長（以下「居住地管轄事務所長」という。）又は鳥取市保健所長

へ精密検査報告書を送付するものとする。 

当該医療機関において精密検査を実施しない場合は、肝臓精密検査紹介状（別紙様

式５。以下「紹介状」という。）を作成し、肝臓がん精検医療機関において速やかに

精密検査を受診するよう勧奨する。 

また、紹介状により精密検査を実施した肝臓がん精検医療機関は、本紹介状に精密

検査の結果を記入し、居住地管轄事務所長に結果報告するものとする。 

（２）郵送による結果の通知 

郵送受診者に対し結果通知を行うに当たっては、結果通知書を作成し、別紙「肝炎

ウイルス検査の流れ」を添付の上、受診者に送付するものとする。 

 

第 10 実績報告 

検診医療機関は、当該月に実施した検診結果について受診申込書に記入の上、当該月

の翌月１０日までに医療機関管轄事務所長（広域検診機関にあっては、鳥取県福祉保健

部健康医療局健康政策課長（以下「健康政策課長」という。））に報告するものとする。 

  総合事務所長及び健康政策課長は、検診医療機関から報告のあった上記の検診結果を

「肝炎ウイルス医療機関検診結果名簿」（別紙様式６。以下「検診名簿」という。）に

よりとりまとめ、報告のあった月の月末までに、居住地管轄事務所長又は鳥取市保健所

長に報告するものとする。 

居住地管轄事務所長は当該報告を四半期毎に取りまとめ、別紙様式７により各四半期

の翌月１５日までに健康政策課長に報告するものとする。 

 

第 11 精密検査の受診状況の管理 

  居住地管轄事務所長は、次により検査結果の通知後の状況について、適切に管理を行

うものとする。（第 12（２）の健康政策課長から報告のあった受診者を含む。） 

（１）第９による紹介状及び精検結果報告書の返送状況により、検査結果が陽性であった

受診者の精密検査の受診状況の把握に努める。 

（２）精密検査の未受診者に対し、電話、文書等により受診を勧奨する。 

 

第 12 市町村への情報提供 

  居住地管轄事務所長は、市町村が実施する肝炎ウイルス検査の受診対象者の把握及び

肝炎ウイルス陽性者事後管理のため、次のとおり受診者が居住する市町村へ検査情報の

提供を行うものとする。 

（１）肝炎ウイルス検診受診情報の提供 

検診医療機関等から報告のあった検診結果を検診名簿によりとりまとめ、概ね事業年

度四半期ごとに当該受診者が居住する市町村に提供するものとする。 

（２）精密検査結果の提供 

第９により報告のあった紹介状及び精検結果報告書の写しを当該精密検査受診者の

居住する市町村に提供するものとする。 

 



第 13 秘密の保持 

本事業の実施にあたり、関係者は秘密の保持に関して次のとおり留意するものとす

る。 

（１）相談者、受診者等のプライバシーの保護に最大限の配慮を払うこと。 

（２）本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用しないこと。 

（３）関係書類の保管は厳重に行うこと。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２０年４月１２日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２０年６月１０日から施行し、同月以降に実施する検診より適用する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２５年３月１９日から施行し、平成２５年度の検診から適用する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２５年７月２４日から施行し、平成２５年７月２９日以降の検診から適用

する。 

  

   附 則 

 この改正は、平成２６年３月２５日から施行し、平成２６年度の検診から適用する。た

だし、この改正の施行後にあっても、平成２５年度の検診によるものについては、なお従

前の例によるものとする。 

 

 附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

 


